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「三方よし運転」とは、高齢ドライバー自身が運転環境や技

能に応じて、自らの意思で運転方法を制限することで、交通事

故を未然に防止する取り組みです。 

※ 助命可とは、非着用のうち着用していれ

ば助かったと推定されるもの。 

※ 助命不可とは、非着用のうち着用していて

も助からなかったと推定されるもの。 

※ 特殊車両を除く。着用不明は 

非着用（助命不可）に含む。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※交付手数料がかかります。 

運転免許証の自主返納だけでなく、より安全なサポートカーに限って運転を

継続するという新たな選択肢を設ける趣旨の制度です。 

※ サポートカー限定免許の方がサポートカー以外の車を運転した

場合、道路交通法違反になります。 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 


